
後
期
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
無
料
の

歯
科
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
！

　　

高
齢
者
の
口
腔
機
能
の
低
下
や
肺
炎

等
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
に
、
無
料
の

歯
科
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す 

▼
実
施
期
間

　
令
和
５
年
９
月
１
日
㈮
～
令
和
５
年
12
月
31
日
㈰

※ 

た
だ
し
、
歯
科
医
療
機
関
の
休
診
日
は
除
き
ま
す
。

▼�

対
象
者

　
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険

者
で
、 

前
年
度
に
75
歳
、 

80
歳
、
85
歳
の
誕
生
日

を
迎
え
た
方
。

① 

昭
和
22
年
４
月
１
日
～
昭
和
23
年
３
月
31
日
生

ま
れ
の
方

② 

昭
和
17
年
４
月
１
日
～
昭
和
18
年
３
月
31
日
生

ま
れ
の
方

③ 

昭
和
12
年
４
月
１
日
～
昭
和
13
年
３
月
31
日
生

ま
れ
の
方

※ 

対
象
と
な
る
方
に
は
、 

８
月
下
旬
頃
に
健
診
の
案

内
を
送
付
。（
施
設
等
入
所
者
除
く
）

▼�

検
診
内
容

①
問
診　
②
歯
の
状
態　
③
咬
合
状
態

④
口
腔
衛
生
の
状
態　
⑤
口
腔
乾
燥
の
状
態

⑥
歯
周
組
織
・
粘
膜
の
状
況

⑦
口
腔
機
能
評
価　
⑧
呼
吸
の
異
常

⑨
指
輪
っ
か
テ
ス
ト　
⑩
反
復
唾
液
嚥
下
テ
ス
ト

⑪ 

事
後
指
導
（
セ
ル
フ
ケ
ア
の
歯
ブ
ラ
シ
指
導
）
等

▼��

受
診
場
所

　
茨
城
県
歯
科
医
師
会
に
所
属
し
て
お
り
、
送
付

す
る
案
内
同
封
の
『
実
施
歯
科
医
療
機
関
一
覧
』

に
記
載
の
あ
る
歯
科
医
療
機
関
。

▼�

受
診
方
法

① 

受
診
を
希
望
す
る
方
は
、
実
施
歯
科
医
療
機
関

に
後
期
高
齢
者
医
療
歯
科
健
康
診
査
事
業
で 

健
康
診
査
を
受
診
す
る
旨
を
伝
え
て
、
予
約
を

し
て
く
だ
さ
い
。

② 

受
診
日
ま
で
に
、
受
診
票
内
の
問
診
項
目
を
ご

記
入
の
う
え
、
受
診
日
当
日
に
被
保
険
者
証
、

受
診
券
、
受
診
票
、
歯
ブ
ラ
シ
を
お
持
ち
に
な

っ
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

事
業
課 

保
健
資
格
班 

☎
０
２
９
‐
３
０
９
‐
１
２
１
２　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
消
費
税
率

引
き
上
げ
分
を
活
用
し
、
年
金
を
含
め
て
も

所
得
が
低
い
方
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
す
る
も
の
で
、
令

和
元
年
10
月
１
日
か
ら
始
ま
っ
た
制
度
で
す
。

▼�

対
象
と
な
る
方

　
次
の
支
給
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

【
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
】

① 

65
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

② 

請
求
さ
れ
る
方
の
世
帯
全
員
の
市
町
村
民

税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る

③ 

前
年
の
年
金
収
入
額
（
※
１
）
と
、
そ
の

他
の
所
得
額
の
合
計
が
88
万
１
２
０
０
円

（
※
２
）
以
下
で
あ
る

（
※
１
）

　
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
収

入
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

（
※
２
）

　
78
万
１
２
０
０
円
を
超
え
88
万
１
２
０
０

円
以
下
の
場
合
、「
補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
】

① 

障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金
を

受
け
て
い
る

② 

前
年
の
所
得
額
が
４
７
２
万
１
０
０
０
円

（
扶
養
親
族
な
ど
の
数
に
応
じ
て
増
額
）

以
下
で
あ
る

▼�

請
求
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
今
後
、
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
を
始
め
る
方
は
、
年
金
の
裁
定
請
求
を

行
う
際
に
あ
わ
せ
て
、
土
浦
年
金
事
務
所
ま

た
は
役
場
保
険
年
金
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。制
度
の
詳
細
や
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

・
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://
w

w
w

.m
hlw

.go.jp/index.htm
l

（
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
か
ら
画
面
上
部
の
「
政
策
に
つ
い
て
」

→
「
分
野
別
の
政
策
一
覧
」
→
年
金
「
年
金
・

日
本
年
金
機
構
関
係
」
→
「
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
」）

・
特
設
サ
イ
ト　

https://w
w

w
.m

hlw
.

go.jp/nenkinkyuufukin/index.htm
l

※
注
意

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を
装
っ
た

不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
電

話
で
「
口
座
番
号
を
聞
く
」「
手
数
料
な
ど

の
金
銭
を
求
め
る
」
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

・
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０
‐
05
‐
４
０
９
２

　

 

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に
な
る
場
合

　
☎
03
‐
５
５
３
９
‐
２
２
１
６

・
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
６
）

【厚生労働省 HP】

【特設サイト】

消
費
生
活
相
談
だ
よ
り

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
『
初
回
無
料
』『
お
試

し
』
と
い
う
広
告
を
見
て
注
文
し
た
の
に
、
高

額
な
定
期
購
入
の
契
約
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
に

な
っ
て
い
た
」「『
い
つ
で
も
解
約
可
能
』と
な
っ

て
い
た
の
に
、『
４
か
月
間
は
解
約
不
可
だ
』

と
言
わ
れ
た
」
と
い
っ
た
「
詐
欺
的
な
定
期
購

入
商
法
」
に
関
す
る
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

▼
ア
ド
バ
イ
ス

◎ 

「
初
回
無
料
」「
お
試
し
」と
い
っ
た
文
言
が

あ
っ
て
も
、
定
期
購
入
が
条
件
に
な
っ
て
い

な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◎ 

い
つ
で
も
解
約
可
能
の
場
合
、
何
か
条
件
が

な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◎
画
面
の
利
用
規
約
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

◎ 

「
最
終
確
認
画
面
」
を
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ

ト
で
保
存
し
ま
し
ょ
う
。

※
令
和
４
年
６
月
１
日
よ
り
「
改
正
特
定
商
取

引
法
」
が
施
行
さ
れ
、
業
者
へ
の
規
制
が
強
化

さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
特
定
商
取
引
法
で
は
、「
最
終
確
認
画

面
」
で
顧
客
が
「
注
文
確
定
」
を
す
る
前
に
、

分
量
、
販
売
価
格
・
対
価
、
申
込
の
撤
回
、
解

除
な
ど
の
契
約
内
容
を
最
終
確
認
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

消
費
者
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
に
よ
り
申

込
ん
だ
場
合
な
ど
は
取
消
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

〈
参
考
：
消
費
者
庁
・
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〉　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
定
期
購
入
」

に
ご
注
意
を
‼

▼
問
い
合
わ
せ
先

①
ま
ち
未
来
創
造
課
　
消
費
生
活
相
談
窓
口

毎
週
月
・
水
曜
日

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

リ
モ
ー
ト
相
談
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

毎
週
火
・
木
曜
日
（
要
予
約
）

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
４
６
）

②
茨
城
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

平
日
と
日
曜
日
（
日
曜
日
は
電
話
の
み
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
日
曜
日
は
４
時
ま
で
）

☎
０
２
９
‐
２
２
５-

６
４
４
５

③�

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
）

土
・
日
曜
日
、
祝
日

午
前
９
時
～
午
後
４
時

☎
１
８
８
（
い
や
や
！
）

※ 

他
市
町
村
へ
の
ご
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。

○
出
前
講
座
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

  

町
で
は
、「
悪
徳
商
法
」
を
テ
ー
マ
に
出
前

講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

ま
ち
未
来
創
造
課　
商
工
観
光
係

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
４
４
）

暮らしの情報欄

難
病
療
養
者
見
舞
金
に
つ
い
て

　

指
定
難
病
等
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
治
療
を
要

し
、
療
養
を
必
要
と
す
る
方
に
難
病
療
養
者
見
舞
金

を
支
給
し
ま
す
。

▼
申
請
対
象
者

〇
茨
城
県
か
ら
、指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
、

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
、
ま
た
は
先
天

性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
た
方
。

〇
申
請
日
の
1
日
前
か
ら
利
根
町
に
6
カ
月
以
上

住
所
を
住
所
を
有
す
る
方
。

〇
市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
方
。

▼
申
請
受
付
場
所

　
福
祉
課 

障
害
福
祉
係
に
て
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
。

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分
（
平
日
の
み
）

▼
２
年
目
以
降
の
方

　
10
月
ま
で
に
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
支

給
は
12
月
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
障
害
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
８
）

商
工
会
だ
よ
り

【
建
築
物
石
綿
含
有
建
材
調
査
者
（
一
般
）
講
習
】

等
の
実
施
に
つ
い
て

▼
開
催
日　

　
令
和
５
年
10
月
26
日
㈭
～
10
月
27
日
㈮

▼
会
　
場　
利
根
町
商
工
会

　
石
綿
障
害
予
防
規
則
等
の
改
正
に
よ
り
、
令
和

５
年
10
月
か
ら
、
建
築
物
の
解
体
・
改
修
工
事
を

行
う
場
合
に
は
、「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講

習
を
修
了
し
た
者
（
講
習
終
了
後
、
修
了
考
査

試
験
に
合
格
し
た
者
）」
等
に
よ
る
、
石
綿
に
関

す
る
事
前
調
査
が
義
務
化
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
し

た
。

　
当
講
習
会
は
、
茨
城
労
働
局
長
の
登
録
教
習
機

関
へ
委
託
し
、
標
記
講
習
を
開
催
致
し
ま
す
。
資

格
取
得
を
目
指
さ
れ
る
方
は
是
非
受
講
く
だ
さ

い
。

　
尚
、
受
講
希
望
の
方
は
利
根
町
商
工
会
Ｈ
Ｐ
等

で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
加
え
て
、
令
和
５
年
11
月
20
日
㈪
か
ら
11
月
22

日
㈬
の
３
日
間
、
小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
技
能

講
習
・
特
別
教
育
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

こ
ち
ら
に
つ
き
ま
し
て
も
ご
要
望
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
利
根
町
商
工
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
各
種
技

能
講
習
・
特
別
教
育
等
の
ご
案
内

　

利
根
町
商
工
会
で
は
、「
令
和
５
年
度
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
、
令
和
５

利
根
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事

業
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

年
11
月
の
発
売
を
目
指
し
て
準
備
中
で
す
。

　
本
年
度
の
プ
レ
ミ
ア
ム
率
は
10
％
、
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、
広
報
と
ね
11
月
号
の
折
込
チ
ラ
シ
に
て

お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。 

　
尚
、
利
根
町
商
工
会
で
は
、
商
品
券
取
扱
い
加
盟

店
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

　
商
品
券
取
扱
い
加
盟
を
ご
希
望
の
事
業
者
の
方
は

是
非
、利
根
町
商
工
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先  

利
根
町
商
工
会

布
川
２
９
４
７   

☎
68-

７
４
１
７

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://tone-sci.or.jp/

　
利
根
町
で
は
、
町
内
に
住
宅
を
新
築
、
建
て
替
え

又
は
建
売
住
宅
（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
建
築
確
認

日
か
ら
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
住
宅
）
を
購
入
さ

れ
た
方
に
対
し
、
住
宅
取
得
に
要
し
た
費
用
を
、
基

本
25
万
円
、
最
大
55
万
円
ま
で
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
住
宅
取
得
に
伴
う
登
記
の
日
か
ら
１
年
以
内
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
今
年
度
締
め
切
り
は

令
和
５
年
10
月
31
日
㈫
必
着
で
す
。

　
申
請
に
は
、
所
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
に

つ
き
ま
し
て
は
、「
広
報
と
ね
５
月
号
・
８
月
号
」、

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
利
根
町

役
場 

政
策
企
画
課 

地
域
振
興
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
３
）

　

Em
ail

：chiiki@
tow

n.tone.lg.jp

令
和
５
年
度
利
根
町
新
築
マ
イ
ホ
ー
ム

取
得
助
成
金
の
ご
案
内
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